
 

 

障 発 0 3 2 6 第 ８ 号 

こ 支 障 第 6 9 号 

令 和 ７ 年 ３ 月 2 6 日 

 

 

各               殿 

 

                              

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長                       

（  公  印  省  略  ） 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正

する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」及び

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正

する法律の一部の施行期日を定める政令」の公布について（通知） 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正

する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和７

年政令第 85 号。以下「整備令」という。）及び障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める

政令（令和７年政令第 84 号。以下「期日令」という。）が、本日公布されたとこ

ろです。 

 整備令の内容は別添１及び別添２のとおりです。また、期日令の内容は、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律

（令和４年法律第 104 号）附則第１条第４号に掲げる規定について、就労選択支援

の創設に係る改正事項の施行期日を令和７年 10 月１日、匿名障害福祉等関連情報

及び匿名障害児福祉等関連情報の利用、提供等に係る改正事項の施行期日を令和７年

12 月１日とするものです。内容について御了知の上、関係団体、関係機関等に周

知願います。 

 なお、就労選択支援の創設については今年度末を目途に必要な省令、告示及び

通知の改正等を行うこととしておりその内容は別途通知する予定です。 

 

 

別添１ 整備令及び期日令の官報 

別添２ 整備令の内容 

 

都道府県知事 

指定都市市長 

中 核 市 市 長  

児童相談所設置市市長 



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
八
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令

和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下「
法
」

と
い
う
。）附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
三
条

中
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の

目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
章
の
章
名
の
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
八
十
九
条
の
二

の
三
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
二
の
次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
九
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

同
法
第
百
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
十
二
条
の
改
正
規
定
並
び

に
法
第
六
条
の
規
定
並
び
に
法
附
則
第
六
条
、
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
十

二
月
一
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿



TTKVC
テキスト ボックス
別添１



令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
社
会
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
号
中
「
第
五
条
第
二
十
七
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
八
項
」
に
、「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十

三
項
に
規
定
す
る
就
労
選
択
支
援
、
同
条
第
十
四
項
」
に
、「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

（
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十
四
項
」
に
、「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
五
条
第
十
七
項
」
を
「
第
五
条
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

（
消
防
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一

項
ロ

中
「
同
条
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
ハ

中
「
同
条
第
十
三
項
」

を
「
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
選
択
支
援
、
同
条
第
十
四
項
」
に
、「
同
条
第
十
四
項
」
を「
同
条
第
十
五
項
」

に
、「
同
条
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

（
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
自
立
訓
練
」
の
下
に
「
、
就
労
選
択
支
援
」を
加
え
、「
同
条
第
二
十
七
項
」

を
「
同
条
第
二
十
八
項
」
に
、「
同
条
第
二
十
八
項
」
を
「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
る
。

一

活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
）
第
一
条
第
二
項
第
五
号

二

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
第
四
条
第
十
四
号

三

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百

二
十
四
号
）
第
三
条
第
十
四
号

四

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平

成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
第
三
条
第
十
四
号

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
及
び
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
同
条
第
二
十
八
項
」
を
「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
る
。

一

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
六
十
五
条
の
十
三
第
一

項
の
表
第
五
十
条
第
一
項
の
項

二

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
第
六
十
四
条
第
一

項
及
び
第
百
三
条
第
一
項
の
表
第
六
十
四
条
第
一
項
の
項

（
国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
六
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十
四
項
」
に
、「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条

第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

一

国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第
三
項
第
三
号

二

豪
雪
に
際
し
て
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
公
共
の
施
設
の
除
雪
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に
関
す
る
特
別
措

置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
八
十
二
号
）
第
一
条
第
七
号

三

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年

政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
第
四
条
第
三
号

四

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
チ

五

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
第

七
条
第
八
号

六

特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第

五
号

（
都
市
公
園
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
第
四
号
中
「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十
四
項
」
に
、「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十

五
項
」
に
、「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
八
項
」
に
改
め
る
。

（
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
五
条
第
二
十
五
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
六
項
」
に
改
め
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
八
項
第
二
号
及
び
第
四
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
同
条
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
八
項
」

に
改
め
る
。

政
令
第
八
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令

和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、並
び
に
同
法
附
則
第
四
十
三
条
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条

第
十
九
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
二
十
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
第
五
条
第
二
十
四
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
及
び
第
二
十
六
条
の
六
中
「
第
五
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
及
び
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
八
項
」
に
、「
同
条
第
十
三
項
」を「
同

条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
選
択
支
援
、
同
条
第
十
四
項
」
に
、「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
改

め
る
。

一

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号

二

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
六
号
中
「
第
五
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
十
五
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
十
七
の
表
第
二
十
四
条
の
二
十
八
第
一
項
の
項
中
「
第
五
条
第
十
八
項
」
を「
第
五
条
第
十
九
項
」

に
改
め
る
。

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
中
「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
選
択
支
援
、
同
条
第
十
四
項
」
に
、「
同

条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
第
五
条
第
十
七
項
」
を
「
第
五
条
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
等
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
自
立
訓
練
」
の
下
に
「
、
就
労
選
択
支
援
」
を
加
え
る
。

一

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
百
九
条
第
八
号

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第

八
十
四
号
）
第
六
条
第
一
号

三

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）
第
三
十
二
条
の
二
第
五
号
ヘ

四

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
第
十
九
条
第
一
号

五

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
六
号
）
第
十
九
条
第
一
号

及
び
第
二
十
一
条
第
一
号

（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
の
就
労
選
択
支
援
、
同
条
第
十
四
項
」
に
、「
同
条
第

十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
、「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
、「
同
条
第
十
六
項
」
を
「
同
条

第
十
七
項
」
に
、「
同
条
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
五
条
第
十
八
項
」を「
第

五
条
第
十
九
項
」
に
、「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
八
項
」
に
、「
同
条
第
二
十
八
項
」
を
「
同
条
第
二
十

九
項
」
に
改
め
る
。

（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改

正
）

第
十
六
条

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平

成
十
七
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
自
立
訓
練
」
の
下
に
「
、
就
労
選
択
支
援
」
を
加
え
、「
同
条
第
十
八
項
」
を
「
同
条
第
十
九

項
」
に
、「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
八
項
」
に
、「
同
条
第
二
十
八
項
」
を
「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
改

め
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規
定
の
施

行
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規

定
の
施
行
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十
四
項
」
に
、「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」に
、

「
同
条
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

（
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の

手
当
金
等
に
つ
い
て
の
児
童
福
祉
法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る

た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
児
童
福
祉
法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
第
三
項
中
「
第
五
条
第
二
十
五
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
六
項
」
に
改
め
る
。

（
こ
ど
も
家
庭
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

こ
ど
も
家
庭
庁
組
織
令
（
令
和
五
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
六
号
中
「
第
五
条
第
二
十
四
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
章

経
過
措
置

第
二
十
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
選
択
支
援
に
つ

い
て
は
、
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
日
又
は
令
和

八
年
三
月
三
十
一
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
を
、

当
該
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
ら
れ
た
基
準
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
（
改
正
法
第
三
条
中
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
章
の
章
名
の
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
九
条

の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
八
十
九
条
の
二
の
三
の
改
正
規
定
、同
条
を
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、

同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
二
の
次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百

九
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並

び
に
同
法
第
百
十
二
条
の
改
正
規
定
並
び
に
改
正
法
第
六
条
の
規
定
並
び
に
改
正
法
附
則
第
六
条
、
第
四
十
一
条
及
び

第
四
十
二
条
の
規
定
を
除
く
。）の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





別添２  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の

一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和７年政令第 85号）につ

いて 

※令和７年３月 26日公布 

 

 

第１ 改正の趣旨 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法

律（令和４年法律第 104 号。以下「改正法」という。）の一部の施行に伴い、関係政令に

ついて所要の規定の整備を行うとともに、改正法の施行に伴う所要の経過措置を設けるも

の。 

 

第２ 改正の内容 

○ 改正法第３条による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成 17 年法律第 123 号。以下「改正後総合支援法」という。）第５条第 13 項に

おいて、障害福祉サービスとして、就労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある

障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項

等の整理）の手法を活用した「就労選択支援」が新たに創設されたことに伴い、就労系障

害福祉サービス（就労移行支援及び就労継続支援）を対象としている各制度の一部につい

て、就労選択支援をその対象に追加するとともに、条項の移動等に伴う所要の規定の整理

を行う。 

○ また、就労選択支援の創設に伴い、指定障害福祉サービス事業者（就労選択支援に係る

ものに限る。）の人員基準等に関し、所要の経過措置を定める。 

 

第３ 施行期日 

○ この政令は、令和７年 10月１日から施行することとした。 

 

 


